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新旧対照表（熊本市公共工事請負契約約款） 

改正後（R6.10.1以降契約分から） 現行 

書式第１号(工事契約の場合) 

工 事 請 負 契 約 書 

 １ 工 事 名 

 ２ 工事場所 

 ３ 工 期  自  年 月 日 

         至  年 月 日 

 ４ 請負代金額 

  (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額       ) 

 ５ 契約保証金 

 ６ 建設発生土の搬出先等 

  (注) この工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合

は、「建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり」と記入し、

仕様書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定める。なお、この工

事が資源の有効な利用の促進に関する法律(平成３年法律第４８号)の規

定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注

者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内

容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったと

きは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。 

 ７ 解体工事に要する費用等 

  (注) この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成１２

年法律第１０４号)第９条第１項に規定する対象建設工事の場合は、(1)

解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の

方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入

する。 

 ８ 住宅建設瑕疵担保責任保険 

  (注) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成１９年法律

第６６号)第２条第５項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するた

め、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、

書式第１号(工事契約の場合) 

工 事 請 負 契 約 書 

 １ 工 事 名 

 ２ 工事場所 

 ３ 工 期  自  年 月 日 

         至  年 月 日 

 ４ 請負代金額 

  (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額       ) 

 ５ 契約保証金 

 ６ 建設発生土の搬出先等 

  (注) この工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合

は、「建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり」と記入し、

仕様書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定める。なお、この工

事が資源の有効な利用の促進に関する法律(平成３年法律第４８号)の規

定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注

者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内

容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったと

きは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。 

 ７ 解体工事に要する費用等 

  (注) この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成１２

年法律第１０４号)第９条第１項に規定する対象建設工事の場合は、(1)

解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の

方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入

する。 

 ８ 住宅建設瑕疵担保責任保険 

  (注) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成１９年法律

第６６号)第２条第５項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するた

め、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、
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(2)保険金額、(3)保険期間についてそれぞれ記入する。なお、住宅建設

瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名

称、共同請負の場合のそれぞれの建設瑕疵負担割合を記載した書面を発

注者に交付し、説明しなければならない。 

  上記の工事について、発注者熊本市と受注者     とは、各々の対等な立

場における合意に基づいて、別添の熊本市公共工事請負契約約款によって請負契

約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

  この契約成立の証として、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の

上、各自その１通を保有する。 

 (注) 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法により契約を締結する場合は、「この契約成立の証として、本書２通を作

成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その１通を保有する。」とあ

るのは「この契約成立の証として、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び

受注者が電子署名の上、各自その電磁的記録を保管する。」とし、「印」を

削る。 

 

      年  月  日 

発注者  熊本市中央区手取本町１番１号 

熊本市 

熊本市長      印 

受注者  住 所 

氏 名       印 

(2)保険金額、(3)保険期間についてそれぞれ記入する。なお、住宅建設

瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名

称、共同請負の場合のそれぞれの建設瑕疵負担割合を記載した書面を発

注者に交付し、説明しなければならない。 

  上記の工事について、発注者熊本市と受注者     とは、各々の対等な立

場における合意に基づいて、別添の熊本市公共工事請負契約約款によって請負契

約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

  この契約成立の証として、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の

上、各自その１通を保有する。 

【追記】 

 

 

 

 

 

 

      年  月  日 

発注者  熊本市中央区手取本町１番１号 

熊本市 

熊本市長      印 

受注者  住 所 

氏 名       印 

熊本市公共工事請負契約約款 

 

(契約の保証) 

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を

付さなければならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の

締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 

 (1) 契約保証金の納付 

 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

熊本市公共工事請負契約約款 

 

(契約の保証) 

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を

付さなければならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の

締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 

 (1) 契約保証金の納付 

 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 
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(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、

発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業

に関する法律(昭和２７年法律第１８４号。以下「前払保証事業法」という。)

第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契

約の締結 

２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という。）

であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずる

ことができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみ

なす。 

３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第６項において

「保証の額」という。)は、請負代金額の１０分の１以上としなければならない。 

４ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、

当該保証は第５２条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合について

も保証するものでなければならない。 

５ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したと

きは当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第

４号又は第５号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。 

６ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の１０分

の１に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保

証の額の減額を請求することができる。 

 

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、

発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業

に関する法律(昭和２７年法律第１８４号。以下「前払保証事業法」という。)

第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契

約の締結 

【新設】 

 

 

 

 

２ 前項 の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第５項において

「保証の額」という。)は、請負代金額の１０分の１以上としなければならない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、

当該保証は第５２条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合について

も保証するものでなければならない。 

４ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したと

きは当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第

４号又は第５号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。 

５ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の１０分

の１に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保

証の額の減額を請求することができる。 

 

 (前金払及び中間前金払) 

第３５条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限と

する前払保証事業法第２条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)

を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の１０分の４以内の前

払金の支払を発注者に請求することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、

 (前金払及び中間前金払) 

第３５条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限と

する前払保証事業法第２条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)

を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の１０分の４以内の前

払金の支払を発注者に請求することができる。 

【新設】 
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当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずるこ

とができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみな

す。 

３ 発注者は、第１項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から１４

日以内に前払金を支払わなければならない。 

４ 受注者は、第１項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間

前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結

し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の１０分の２以内の中間前払

金の支払を発注者に請求することができる。前２項の規定は、この場合について

準用する。 

５ 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、

発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならな

い。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があっ

たときは、直ちに認定を行い、当該認定後速やかにその結果を受注者に通知しな

ければならない。 

６ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負

代金額の１０分の４(第４項の規定により中間前払金の支払を受けているときは

１０分の６)から受領済みの前払金(中間前払金の支払を受けている場合には、中

間前払金を含む。以下この条、次条及び第５１条において「受領済み前払金」と

いう。)の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求するこ

とができる。この場合においては、第３項の規定を準用する。 

７ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済み前払金の額

が減額後の請負代金額の１０分の５(第４項の規定により中間前払金の支払を受

けているときは１０分の６)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額され

た日から３０日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、この項に

規定する期間内に第３８条又は第３９条の規定による支払をしようとするとき

は、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 

８ 前項に規定する期間内で受領済み前払金の超過額を返還する前に更に請負代

金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の

額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代

 

 

 

２ 発注者は、前項 の規定による請求があったときは、請求を受けた日から１４

日以内に前払金を支払わなければならない。 

３ 受注者は、第１項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間

前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結

し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の１０分の２以内の中間前払

金の支払を発注者に請求することができる。前項 の規定は、この場合について

準用する。 

４ 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、

発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならな

い。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があっ

たときは、直ちに認定を行い、当該認定後速やかにその結果を受注者に通知しな

ければならない。 

５ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負

代金額の１０分の４(第３項の規定により中間前払金の支払を受けているときは

１０分の６)から受領済みの前払金(中間前払金の支払を受けている場合には、中

間前払金を含む。以下この条、次条及び第５１条において「受領済み前払金」と

いう。)の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求するこ

とができる。この場合においては、第２項の規定を準用する。 

６ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済み前払金の額

が減額後の請負代金額の１０分の５(第３項の規定により中間前払金の支払を受

けているときは１０分の６)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額され

た日から３０日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、この項に

規定する期間内に第３８条又は第３９条の規定による支払をしようとするとき

は、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 

７ 前項に規定する期間内で受領済み前払金の超過額を返還する前に更に請負代

金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の

額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代
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金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済み前払金の

額からその増額後の請負代金額の１０分の５(第４項の規定により中間前払金の

支払を受けているときは１０分の６)の額を差し引いた額を返還しなければなら

ない。 

９ 発注者は、受注者が第７項に規定する期間内に超過額を返還しなかったとき

は、その未返還額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日ま

での期間について、その日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支

払遅延防止等に関する法律(昭和２４年法律第２５６号)第８条第１項の規定に

基づき財務大臣が決定する率(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した

額の遅延利息の支払を請求することができる。 

金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済み前払金の

額からその増額後の請負代金額の１０分の５(第３項の規定により中間前払金の

支払を受けているときは１０分の６)の額を差し引いた額を返還しなければなら

ない。 

８ 発注者は、受注者が第６項に規定する期間内に超過額を返還しなかったとき

は、その未返還額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日ま

での期間について、その日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支

払遅延防止等に関する法律(昭和２４年法律第２５６号)第８条第１項の規定に

基づき財務大臣が決定する率(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した

額の遅延利息の支払を請求することができる。 

(保証契約の変更) 

第３６条 受注者は、前条第６項の規定により受領済み前払金に追加して更に前払

金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証

書を発注者に寄託しなければならない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、

保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければ

ならない。 

３ 受注者は、前２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、

当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずるこ

とができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみな

す。 

４ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者

に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

(保証契約の変更) 

第３６条 受注者は、前条第５項の規定により受領済み前払金に追加して更に前払

金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証

書を発注者に寄託しなければならない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、

保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければ

ならない。 

【新設】 

 

 

 

３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者

に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

（情報通信の技術を利用する方法） 

第５８条 この約款において書面により行わなければならないこととされている

催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令

に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当

該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 

【新設】 

 

（特記事項） 

第５９条 この契約の効力は、契約書記載の契約日から生ずるものとする。 

【新設】 
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(補則) 

第６０条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者と

が協議して定める。 

(補則) 

第５８条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者と

が協議して定める。 

債務負担行為に係る契約の特約条項 

 

第１条 略 

第２条 第１項略 

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わな

い旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第３５

条第１項及び第４項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払

金及び中間前払金の支払を請求することができない。 

３～４ 略 

５ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度ま

での出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで

前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、

第３６条第４項の規定を準用する。 

債務負担行為に係る契約の特約条項 

 

第１条 略 

第２条 第１項略 

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わな

い旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第３５

条第１項及び第３項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払

金及び中間前払金の支払を請求することができない。 

３～４ 略 

５ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度ま

での出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで

前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、

第３６条第３項の規定を準用する。 
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新旧対照表（熊本市公共工事関係業務委託契約約款） 

改正後（R6.10.1以降契約分から） 現   行 

書式第２号（工事に係る業務委託契約の場合） 

業務委託契約書 

１ 委託業務名 

２ 履行場所 

３ 履行期間  自  年 月 日 

至  年 月 日 

４ 業務委託料             

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額     ） 

５ 契約保証金 

  上記の委託業務について、委託者熊本市と受託者             

  とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の熊本市公共工事関係業務

委託契約約款によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するもの

とする。 

この契約成立の証として、本書２通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の

上、各自その１通を保有する。 

(注) 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

により契約を締結する場合は、「この契約成立の証として、本書２通を作成し、

委託者及び受託者が記名押印の上、各自その１通を保有する。」とあるのは「こ

の契約成立の証として、本書の電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が電子

署名の上、各自その電磁的記録を保管する。」とし、「印」を削る。 

 

 

年  月  日 

 委託者  熊本市中央区手取本町１番１号 

      熊本市 

熊本市長      印 

受託者  住 所 

氏 名       印 

書式第２号（工事に係る業務委託契約の場合） 

業務委託契約書 

１ 委託業務名 

２ 履行場所 

３ 履行期間  自  年 月 日 

至  年 月 日 

４ 業務委託料             

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額     ） 

５ 契約保証金 

  上記の委託業務について、委託者熊本市と受託者             

  とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の熊本市公共工事関係業務

委託契約約款によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するもの

とする。 

この契約成立の証として、本書２通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の

上、各自その１通を保有する。 

 【新設】 

 

 

 

 

 

 

年  月  日 

 委託者  熊本市中央区手取本町１番１号 

      熊本市 

熊本市長      印 

受託者  住 所 

氏 名       印 
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熊本市公共工事関係業務委託契約約款 

 

（契約の保証） 

第４条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付

さなければならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結

後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。 

 (1) 契約保証金の納付 

  (2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 

  (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、委

託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関

する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社を

いう。以下同じ。）の保証 

  (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

 (5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約

の締結 

２ 受託者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という。）

であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、委託者が認めた措置を講ずるこ

とができる。この場合において、受託者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 

３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第６項において

「保証の額」という。）は、業務委託料の１０分の１以上としなければならない。 

４ 受託者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当

該保証は第５１条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保

証するものでなければならない。 

５ 第１項の規定により、受託者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したとき

は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４

号又は第５号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

６ 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の１０分の

１に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保

証の額の減額を請求することができる。 

熊本市公共工事関係業務委託契約約款 

 

（契約の保証） 

第４条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付

さなければならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結

後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。 

 (1) 契約保証金の納付 

  (2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 

  (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、委

託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関

する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社を

いう。以下同じ。）の保証 

  (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

 (5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約

の締結 

【新設】 

 

 

 

２ 前項 の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第５項において

「保証の額」という。）は、業務委託料の１０分の１以上としなければならない。 

３ 受託者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当

該保証は第５１条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保

証するものでなければならない。 

４ 第１項の規定により、受託者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したとき

は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４

号又は第５号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

５ 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の１０分の

１に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保

証の額の減額を請求することができる。 



 9 / 10 

（前金払） 

第３５条 受託者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とす

る公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下

「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、業務委託料

の１０分の３以内の前払金の支払を委託者に請求することができる。 

２ 受託者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当

該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずること

ができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

３ 委託者は、第１項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から１４日

以内に前払金を支払わなければならない。 

４ 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委

託料の１０分の３から受領済みの前払金（以下この条、次条及び第５０条において

「受領済み前払金」という。）の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金

の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。 

５ 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済み前払金の額が

減額後の業務委託料の１０分の４を超えるときは、受託者は、業務委託料が減額さ

れた日から３０日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、この項

の期間内に第３８条の規定による部分引渡しに係る支払をしようとするときは、委

託者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 

６ 前項に規定する期間内で受領済み前払金の超過額を返還する前に更に業務委託

料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額で

あるときは、受託者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が

減額前の業務委託料未満の額であるときは、受託者は、受領済み前払金の額からそ

の増額後の業務委託料の１０分の４の額を差し引いた額を返還しなければならな

い。 

７ 委託者は、受託者が第５項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、

その未返還額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期

間について、その日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防

止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務

大臣が決定する率（以下「遅延利息の率」という。）を乗じて計算した額の遅延利

（前金払） 

第３５条 受託者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とす

る公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下

「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、業務委託料

の１０分の３以内の前払金の支払を委託者に請求することができる。 

【新設】 

 

 

２ 委託者は、前項 の規定による請求があったときは、請求を受けた日から１４日

以内に前払金を支払わなければならない。 

３ 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委

託料の１０分の３から受領済みの前払金（以下この条、次条及び第５０条において

「受領済み前払金」という。）の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金

の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。 

４ 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済み前払金の額が

減額後の業務委託料の１０分の４を超えるときは、受託者は、業務委託料が減額さ

れた日から３０日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、この項

の期間内に第３８条の規定による部分引渡しに係る支払をしようとするときは、委

託者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 

５ 前項に規定する期間内で受領済み前払金の超過額を返還する前に更に業務委託

料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額で

あるときは、受託者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が

減額前の業務委託料未満の額であるときは、受託者は、受領済み前払金の額からそ

の増額後の業務委託料の１０分の４の額を差し引いた額を返還しなければならな

い。 

６ 委託者は、受託者が第４項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、

その未返還額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期

間について、その日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防

止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務

大臣が決定する率（以下「遅延利息の率」という。）を乗じて計算した額の遅延利
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息の支払を請求することができる。 息の支払を請求することができる。 

（保証契約の変更） 

第３６条 受託者は、前条第４項の規定により受領済み前払金に追加して更に前払金

の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を

委託者に寄託しなければならない。 

２ 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保

証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に寄託しなければなら

ない。 

３ 受託者は、前２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、

当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずるこ

とができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

４ 受託者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、委託

者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

（保証契約の変更） 

第３６条 受託者は、前条第３項の規定により受領済み前払金に追加して更に前払金

の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を

委託者に寄託しなければならない。 

２ 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保

証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に寄託しなければなら

ない。 

【新設】 

 

 

３ 受託者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、委託

者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

（情報通信の技術を利用する方法） 

第５７条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指

示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。

ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 

【新設】 

 

（特記事項） 

第５８条 この契約の効力は、契約書記載の契約日から生ずるものとする。 

【新設】 

 

（契約外の事項） 

第５９条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが

協議して定める。 

（契約外の事項） 

第５７条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが

協議して定める。 

 

 


